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（露店、屋台その他これらに類するものとは）

露店（台やござの上に並べた商品を売る店）、屋台（屋根の付いた移動可能な店舗、

飲食店やがん具などを売る店）のほか、移動式販売所や歩道上や広場、駐車場に物

を並べ販売したり、建物の１階の店先で物を売る店をいい、業をなすか否かは問い

ません。

（準備する消火器について）

⑴ 屋外で多数の者が集合する催しにおいて、対象火気器具等を使用する場合は、 
当該器具等を取り扱う者が消火器を準備しなければなりません。当該器具等ご

とに４型以上の消火器を準備しなければなりません。

 ただし、一の店舗で複数対象火気器具等の取り扱いがある場合は、一の消

火器の準備で足りるものとします。

 また、次の全てに適合する場合は、共同して使用することが出来る消火器を

準備することで足りるものとします。

ア 消火器から各対象火気器具までの歩行距離が２０ｍ以内であり、混雑等に

より立ち止まることなく容易に搬送できること。

イ 消火器が準備されている旨の標識等を掲出するなど、消火器の位置が明確

であること。

ウ 対象火気器具等（一の店舗で複数対象火気器具等の取り扱いがある場合は、 

店舗）ごとに水バケツやエアゾール式簡易消火具等により初期消火の準備が

されていること。

※ 共同して使用できる消火器の準備の例

夏祭り会場において、焼きそば、焼き鳥を販売する露店が出店し、発電機を使用

し、グリドル、焼き鳥焼き機を取り扱っており、これらの露店には、水バケツやエ

アゾール式簡易消火具が準備され、初期消火の準備がされている。 

 夏祭り会場には、運営本部が設置され、４型消火器が準備され、「消火器」と表示 

した標識がテントの柱上部に掲出されおり、前記の露店までの歩行距離は、２０ｍ 

以内であり、運営本部の前を通り、露店までは人混みはなく立ち止まらずに消火器 

を搬送できる。

⑵ 屋内で多数の者が集合する催しにおいて消火器の準備につきましては、既に

設置されている消火器で、有効に警戒できる場合は、その消火器で足りるもの

とします。

詳細につきましては、越谷市消防局予防課までお問合せください。

【問合せ先】消防局予防課  

ＴＥＬ048-974-0103 ＦＡＸ048-974-0430 


